
パブリックコメントの実施までの経緯
共同親権の問題について

正しく知ってもらいたい弁護士の会
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令和3年3月～4年7月　計18回の会議を実施

令和3年2月　法務大臣から法制審議会へ諮問

令和 4 年 8 月には中間試案が出て、パブリック

コメントが実施されるはずでしたが、 自民党の

会合で、 共同親権導入を強く求める一部の議員

が、 法務省側に怒号を飛ばし、 中間試案の取り

まとめは延期になりました。

ところが、 11 月になって出てきた中間試案は、

従前のものとほとんど変わりのないものでした。

不思議に思って調べてみると…

誘導的な内容の「参考資料」を信用してパブ

リックコメントに回答することを回避する

ために、家庭裁判所での実務経験が多い弁

護士らで作成したのが、この説明文書です。

法務省が、 共同親権を導入する方に誘
導する「参考資料」（概略図）を公表して

います。単独親権制度の説明が不適切で

あり、 離婚後の子の監護について定めた

民法 766 条について触れられていま

せん。

「分かりやすくまとめる」という名目で作

成されているため、 法制審議会の委員
が目を通すこともなく公表されています。



離婚後の親権とは何か
共同親権の問題について

正しく知ってもらいたい弁護士の会

親権とは、身上監護権＋財産管理権（法定代理権や同意権を含む）を言います。

このうち、 離婚後の身上監護については、 現行法にお

いて、民法 766 条に規定があります。

第 766 条 （離婚後の子の監護に関する事項の定め等）

1　父母が協議上の離婚をするときは、 子の監護をす

べき者、 父又は母と子との面会及びその他の交流、

子の監護に要する費用の分担その他の子の監護につ

いて必要な事項は、 その協議で定める。この場合に

おいては、 子の利益を最も優先して考慮しなければ

ならない。

2　前項の協議が調わないとき、又は協議をすることが

できないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

この規定により、 別居している親は、 子どもと会

いたいときには、 面会交流の申立てを行うこ

とができます。同居している親が理由なく

面会交流を拒む場合は、 裁判所が審判と

いう形で同居親に対して面会交流を命じ

ます。

「親権がないから子どもに会えない」、「単独親権だと
身上監護を親権者が単独で行うことになる」という説
明は誤りです。身上監護のあり方と親権の有無とは関係

がありません。

そのため、 「離婚後の共同親権」にいう「親権」とは、 一般的

には、 「財産管理」「法定代理（子名義の契約締結等）」の意味

で用いられており、 法制審議会においてもそういう理解で

議論されてきました。

法務省の作成した「参考資料」の 2 ページの表には、 現行

法が、 民法 766 条で、 父母双方が離婚後の身上監
護を行うことができることの記載が抜けています。父

母の離婚後の親権者の提案のうち、甲案は、甲①も甲②も甲

③も、 すべて、 当事者の意思に反して共同親権
が強制されうる制度 （強制的共同親権制度） で

あることには、 特に注意が必要です。これを見

て意見を表明する人たちもいると思われるた

め、 次のページでは、 法務省の作成した「参

考資料」と比較できる形式としました。

2

い
ろ
ん
な
家
族
が

　
あ
る
の
に

共同での身上監護を強制!?



共同親権の問題について

正しく知ってもらいたい弁護士の会父母の離婚後の親権等に関する論点の概要
（中間試案第2）

＜論点１＞

父母の離婚後の親権者

＜論点 2＞
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原則 ： 父母双方が親権者とされる制

度

ただし、 一定の要件を満たす場合に

限り、 父母の協議又は家裁の裁判に

より、 その一方のみを親権者とする

ことも可能

父母双方が身上監護を共同することが義務となる。

父母の協議により、 その一方のみを監護者と定める

ことも可能だが、父母間の協議が整わない場合は、家

裁の裁判により、 監護者を定めるかどうかが判断さ

れ、 一定の要件をみたさない限り共同監護しなくて

はならない。

財産管理や法定代理は、父母が共同

で行わなくてはならない。

父母の意見対立時は、監護者が定め

られている場合も、 定められていな

い場合も、 家裁の手続をとる必要が

ある。

財産管理や法定代理は、父母間の事

前の協議に基づいて行わなくては

ならない。別居親による差止めも可

能である。

財産管理や法定代理は、監護者が定

められている場合は監護者が単独

で行うことができるが、 他の親権者

に事後の通知が必要。

財産管理や法定代理は親権者が単

独で行うことができる。

財産管理や法定代理に関して非親

権者に相談をすることは自由であ

る。

別段の定めをしない限り、 父母双方が身上監護を共

同することが義務となる。

父母の協議により、 その一方のみを監護者と定める

ことが可能だが、父母間の協議が整わない場合は、家

裁の裁判により、 監護者を定めるかどうかが判断さ

れる。

身上監護は、 父母の一方を監護者と定め、 非監護者

との共同が義務づけられない。

父母のどちらが監護者として身上監護をするかは、

父母間の協議で決めることができるが、 父母間の協

議が整わない場合は、家裁の裁判により定められる。

父母双方が身上監護を共同することが義務づけられ

ず、身上監護は、親権者が単独で行うことが可能。

親権者以外の父母を監護者として定めることも可能。

協力的な父母間において、 身上監護を共同すること

は自由である。

父母の双方を親権者と定めるか、 そ

の一方のみを親権者と定めるかは、

父母の協議又は家裁の判断により決

定

原則：父母の一方のみを親権者と指定

ただし、 一定の要件を満たす場合に

限り、 父母の協議又は家裁の裁判に

より、 父母の双方を親権者とするこ

とも可能

（現行法）親権者は、父母の一方のみ

※共同親権が強制されない制度は、

乙案のみ

身上監護
（子の身の回りの世話など）

財産管理 ・ 法定代理
（子名義の契約締結等）

〔
父
母
双
方
が
親
権
者
の
場
合
〕

〔
単
独
親
権
の
場
合
〕

C H E C K

法務省作成の「参考資料」2ページと見比べてください。
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（甲①案）

（甲③案）

（B 案①） （γ案）

（β案）

（α案）

（B 案③）

（A 案）

（甲②案）

（乙案）



論点が多岐にわたりますが、 全般的に、 同居親の自由を
制限する方向での提案がされています。DV 被害者が追い
詰められることにならないか強く懸念されるものもあります。
正しく理解して、意見を届けていきましょう。

その他の重要な事項に関する論点の概要
共同親権の問題について

正しく知ってもらいたい弁護士の会

すでに離婚が

成立しているから

大丈夫？

認知しただけで

共同親権？

すでに離婚が成立し、 親権の争いも終了し

ている方にも、 再度、 「共同親権とするかど

うか」 の審判をしなくてはならないという

提案がされています。（第 2-1- 注、第 8- 注 2）

調停の結果が

でなくても

面会交流を

命じられる？

 面会交流を申し立てられたら、 その調停

の結論が出る前に、 暫定的に面会交流を

することを裁判所が命令するという制度、

申立てから一定の期間が経過すれば、 １回

又は複数回、 面会交流を決定で命じられる

制度が提案されています。（第 5-3-(1)）

再婚相手が子どもを

養子縁組するにも、

共同親権者の同意が

必要？

未成年者を養子縁組する時に、 共同親権

者の同意がないと、 再婚しても養子縁組で

きないようにすべきとの意見も示されてい

ます。（第 6）

祖父母との

面会交流も

明文化？

親以外の第三者 （祖父母等） と子どもの面

会交流に関する規律をもうけるという提案

がされています。（第 4-2）

パブコメについて詳しくは

こちらの団体

の発信が参考

になります！

父が認知した場合、その子どもに対して共同

親権となるという提案がされています。 （第

2-5）

自由に転居

できなくなる？

子どもの居所を指定、変更するにあたって、

父母双方の関与を必要とするという提案が

されています。（第 2-3-(4)）

DVや虐待を

申告すると

不利になる？

監護者を定める際の考慮要素を明確化す

るとして、 父母の一方が他の一方に無断で

子を連れて別居した場面においては、「不当

な連れ去り」であるとして、当該別居から現

在までの状況を考慮すべきではないとする

考え方や、 他の親と子との交流が子の最善

の利益となる場合において、 監護者となろ

うとする者の当該交流に対する態度を考慮

するという提案がされています。（第 3-4）

P O I N T
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https://www.kidsvoicejapan.net/


